
総社市告示第９６号 

 

総社市大規模工場等立地促進補助金交付要綱（平成２２年総社市告示第９０号）の一部を次のように改正する。 

 

  平成２８年６月２４日 

 

                                       総社市長 片 岡 聡 一 

 

次の表の改正前の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移動号」という。）に対応する同表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「移

動後号」という。）が存在する場合には，当該移動号を当該移動後号とし，移動後号に対応する移動号が存在しない場合には，当該移動後号（以下「追加

号」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（号の表示を除く。以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれ

た部分（号の表示及び追加号を除く。）に改める。 

 次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という。）を当該改正表に対応する次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分に改

める。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(１)～(８) 略 

(９) 新規常用雇用者 工場又は試験研究施設で従事するために，立地決定

日以降に雇用された岡山県内に住所を有する者及び工場又は試験研究

施設で従事するために，岡山県内に新たに住所を定めた者で，かつ，健

康保険法（大正１１年法律第７０号），厚生年金保険法（昭和２９年法

律第１１５号）及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の被保険

者になっているものをいう。 

(10) 正規雇用者 前号のうち，期間の定めのない労働契約（雇用期間の定

めのない雇用であって，当該事業所において正社員として位置づけられ

ているものをいう。）を締結している者をいう。 

(11) 略 

 

別表第１（第４条関係） 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(１)～(８) 略 

(９) 新規常用雇用者 工場又は試験研究施設で従事するために，立地決定

日以降に雇用された岡山県内に住所を有するもの及び工場又は試験研

究施設で従事するために，岡山県内に新たに住所を定めたもので，かつ，

健康保険法（大正１１年法律第７０号），厚生年金保険法（昭和２９年

法律第１１５号）及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の被保

険者になっているものをいう。 

 

 

 

(10) 略 

 

別表第１（第４条関係） 



改 正 後 改 正 前 

区 分 市営等産業団地 県営産業団地 

略 

補助額 設 備 上欄の家屋，償却資産

及び土地に係る固定資

産評価額に下欄の補助

率を乗じて得た額 

上欄の家屋及び償却資

産に係る固定資産評価

額に下欄の補助率を乗

じて得た額 

雇 用 正規雇用者１人当たり

下欄の金額（市内在住

者は倍額）を乗じて得

た額 

正規雇用者１人当たり

下欄の金額（市内在住

者は倍額）を乗じて得

た額 

補助率等 設 備 100分の5 100 分の 2.5 

雇 用 300,000 円 150,000 円 

略 

 

別表第２（第４条関係） 

区 分 市営等産業団地 県営産業団地 民有地 

略 

補助額 設 備 上欄の家屋，償

却資産及び土地

に係る固定資産

評価額に下欄の

補助率を乗じて

得た額 

上欄の家屋及び

償却資産に係る

固定資産評価額

に下欄の補助率

を乗じて得た額 

上欄の家屋及び

償却資産に係る

固定資産評価額

に下欄の補助率

を乗じて得た額 

雇 用 正規雇用者１人

当たり下欄の金

額（市内在住者

は倍額）を乗じ

て得た額 

正規雇用者１人

当たり下欄の金

額（市内在住者

は倍額）を乗じ

て得た額 

正規雇用者１人

当たり下欄の金

額（市内在住者

は倍額）を乗じ

て得た額 

補助 

率等 

設 備 100 分の 10 100 分の 10 100 分の 5 

雇 用 300,000 円 150,000 円 150,000 円 

 略 

 

区 分 市営等産業団地 県営産業団地 

略 

補助額 上欄の家屋，償却資産

及び土地に係る固定資

産評価額に下欄の補助

率を乗じて得た額 

 

 

 

 

上欄の家屋及び償却資

産に係る固定資産評価

額に下欄の補助率を乗

じて得た額 

補助率 

 

100分の5 100分の2.5 

略 

 

別表第２（第４条関係） 

区 分 市営等産業団地 県営産業団地 民有地 

略 

補助額 上欄の家屋，償

却資産及び土地

に係る固定資産

評価額に下欄の

補助率を乗じて

得た額 

 

 

 

 

 

上欄の家屋及び

償却資産に係る

固定資産評価額

に下欄の補助率

を乗じて得た額 

上欄の家屋及び

償却資産に係る

固定資産評価額

に下欄の補助率

を乗じて得た額 

補助率 100分の10 

 

100分の10 100分の5 

 略 

  



改 正 後 改 正 前 

別表第３（第４条関係） 

区 分 市営等産業団地 県営産業団地 民有地 

 略 

補助額 設 備 上欄の家屋，償

却資産及び土地

に係る固定資産

評価額に下欄の

補助率を乗じて

得た額 

上欄の家屋及び

償却資産に係る

固定資産評価額

に下欄の補助率

を乗じて得た額 

上欄の家屋及び

償却資産に係る

固定資産評価額

に下欄の補助率

を乗じて得た額 

雇 用 正規雇用者１人

当たり下欄の金

額（市内在住者

は倍額）を乗じ

て得た額 

正規雇用者１人

当たり下欄の金

額（市内在住者

は倍額）を乗じ

て得た額 

正規雇用者１人

当たり下欄の金

額（市内在住者

は倍額）を乗じ

て得た額 

補助 

率等 

設 備 100 分の 10 100 分の 10 100 分の 5 

雇 用 300,000 円 150,000 円 150,000 円 

 略 

 略 

 

別表第４（第４条関係） 

区 分 市営等産業団地 県営産業団地 民有地 

略 

補助額 設 備 上欄の家屋，償

却資産及び土地

に係る固定資産

評価額に下欄の

補助率を乗じて

得た額 

上欄の家屋及び

償却資産に係る

固定資産評価額

に下欄の補助率

を乗じて得た額 

上欄の家屋及び

償却資産に係る

固定資産評価額

に下欄の補助率

を乗じて得た額 

雇 用 正規雇用者１人

当たり下欄の金

額（市内在住者

は倍額）を乗じ

正規雇用者１人

当たり下欄の金

額（市内在住者

は倍額）を乗じ

正規雇用者１人

当たり下欄の金

額（市内在住者

は倍額）を乗じ

別表第３（第４条関係） 

区 分 市営等産業団地 県営産業団地 民有地 

 略 

補助額 上欄の家屋，償却

資産及び土地に係

る固定資産評価額

に下欄の補助率を

乗じて得た額 

 

 

 

 

 

 

上欄の家屋及び償

却資産に係る固定

資産評価額に下欄

の補助率を乗じて

得た額 

上欄の家屋及び償

却資産に係る固定

資産評価額に下欄

の補助率を乗じて

得た額 

補助率 100分の10 

 

100分の10 100分の5 

 略 

 略 

 

別表第４（第４条関係） 

区 分 市営等産業団地 県営産業団地 民有地 

略 

補助額 上欄の家屋，償

却資産及び土地

に係る固定資産

評価額に下欄の

補助率を乗じて

得た額 

 

 

 

 

上欄の家屋及び

償却資産に係る

固定資産評価額

に下欄の補助率

を乗じて得た額 

上欄の家屋及び

償却資産に係る

固定資産評価額

に下欄の補助率

を乗じて得た額 



改 正 後 改 正 前 

て得た額 て得た額 て得た額 

補助 

率等 

設 備 100 分の 10 100 分の 10 100分の10 

雇 用 300,000 円 150,000 円 150,000 円 

略 

 略 

 

 

補助率 

 

100 分の 10 100 分の 10 100 分の 10 

略 

 略 

  

 

附 則  

（施行期日） 

１ この告示は，公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際，既に交付決定を受けている補助金については，なお従前の例による。 


